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令和元（2019）年度吉賀町中期財政計画の前提条件 

 

【全 般】 

■H30（2018）年度決算額及び R1（2019）年度決算見込（9 月末時点）を反映 

 なお決算見込の基礎となる予算額については 9 月補正後時点のものを使用 

■人口推計は、H27（2015）年度策定の「吉賀町人口ビジョン」による推計値を基本とし、

H27（2015）年度国勢調査確定値を反映 

 

【歳 入】 

■地方税 

○町民税：個 人 均等割…住民基本台帳人口減による影響を考慮 

         所得割…生産者人口減による影響を考慮 

法人税 法人割…R1（2019）年度の消費税率引上げに伴う法人税割の税率改

正(9.7%→6.0%)を考慮 

○固定資産税：土地…宅地下落傾向の減見込を考慮（▲2.0％） 

家屋…R3（2021）、R6（2024）、R9（2027）年度評価替えの減少（▲7.7％） 

毎年度 新築分の増加(1.0％) 

償却資産…設備投資額を考慮 

○軽自動車税：生産者人口減等による影響を考慮 

       環境性能割を見込んで推計 

○たばこ税：生産者人口の減と喫煙者人口の減（▲0.5％）を乗じて推計 

○入湯税：実績等による入湯者数の減（▲0.5％） 

 

■地方譲与税・交付金 

○地方消費税交付金：R1（2019）年度の消費税率引上げによる増を反映。R2（2020）年

度以降(2.2％)の増収効果を見込んで推計 

○森林環境譲与税：R1（2019）年度導入を考慮 

■地方交付税 

○普通交付税 

・R3（2021）年度以降は一本算定 

・市町村の姿の変化(支所・人口密度・面積等)に対応した見直しについては、R1（2019）

年度算定を基礎として推計 

・トップランナー方式導入については、R1（2019）年度算定を基礎として減要因とし

て反映 

具体的には、R2（2020）年度から関係単位費用に毎年段階的に削減率を反映 

・個別算定経費と包括算定経費について、R1（2019）年度算定を基礎として推計 
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・人口減少等特別対策事業費については、R1（2019）年度算定を基礎として、人口推

計を乗じて推計 

・地域社会再生事業費（仮称）については、考慮せず推計 

・臨時財政対策債については、R1（2019）年度算定を基礎とし R2（2020）年度以

降も継続して推計 

・基準財政収入額については、地方税の推計及び R1（2019）年度予定の消費税率引上

げによる増を考慮 

○特別交付税 

・R1（2019）年度ルール分算定を基礎に反映 

・地域おこし協力隊経費を R12（2030）年度まで見込んで推計 

 

■分担金及び負担金 

 ○負担金 

・H26（2014）年度から保育料及び放課後児童保育料の第 2 子以降無料を考慮、H27

（2015）年度以降第 1 子以降も無料として引き続き推計 

 

■使用料・手数料 

○使用料 

・R1（2019）年度の消費税率の引上げに係る増を考慮 

 ○手数料 

・R1（2019）年度予算ベースとし、人口減による影響が出ると思われる項目は前年度

決算額に住基人口減率を反映 

 

■国庫支出金・県支出金 

 ○国庫支出金 

・R1（2019）年 10 月からの幼児教育無償化を反映 

 

■繰入金 

 ○基金繰入金 

・子育て支援充実プランに伴う過疎ソフト債積立分の取崩しを考慮 

・特定目的基金について、可能な限り財源調整による取崩しを考慮 

・財政調整基金について、財源調整により取崩しを考慮 

・減債基金について、取崩しを公債費の繰上償還へ充当 

 ○他会計繰入金 

・小水力発電事業会計における売電料収入の一部を一般会計へ繰入 

 



 3

 

■諸収入 

 ○雑入 

  ・R1（2019）年度の消費税率の引上げに係る増を考慮 

 

■地方債 

○普通建設事業 

・過疎対策事業債は、R2（2020）年度以降も継続されるとして推計。また、ソフト事

業分においても同様に推計 

 

【歳 出】 

■人件費 

 ○非常勤職員及び会計年度任用職員 

・R1（2019）年度より社会保険料及び労働保険料を物件費から変更 

・R2（2020）年度より会計年度任用職員制度導入を考慮 

○再任用職員 

・R1（2020）年度まで定年退職者の半数程度が使用する計画で推計 

○一般職員（普通会計） 

・一般職員数 H17（2005）年度 114 人→R1（2019）年度 93 人、以降維持で推計 

 ○特別職 

  ・委員報酬手当は、会計年度任用職員制度導入により減 

 

■物件費 

○経常経費 

・R1（2019）年度予算ベースから執行率を乗じて推計 

 ・R1（2019）年度より指定管理料増額分を反映 

 ・六日市中学校及び蔵木中学校の統合に伴う経費を考慮 

○臨時経費 

・道路台帳整備及び土地評価鑑定を 3 年毎に計上 

・解体撤去費用を計上 

  

■維持補修費 

・R1（2019）年度予算をベースに、長寿命化計画等を参考に推計 
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■扶助費 

・R1（2019）年度予算をベースに、人口減及び社会保障費増として推計 

・R1（2019）年 10 月の消費税率の引上げに係る増を考慮 

 

■補助費等 

○負担金 

 ・一部事務組合負担金分は、各事務組合の推計額を基礎 

・公営企業法適化により水道事業繰出金を H29（2017）年度から補助費等で計上 

○補助交付金 

・臨時的なものを除く通常分について、R1（2019）年度予算ベースから執行率を乗じ

て推計し、次年度以降横並び 

・学校給食会解散による給食調理事業直営移行に伴い、学校給食補助を廃止 

  ・R1（2019）年度から地域医療確保対策補助金の増を考慮 

 

 

■普通建設事業費 

・個別事業の積上げを基本としているが、厳しい財政事情を考慮し事業費を大幅に削

減 

・従来の計画を H30（2018）年度決算及び R1（2019）年度決算見込等により見直しを 

 実施 

 

■公債費 

・H30（2018）年度以前の地方債に係る償還額＋R1（2019）年度以降の地方債見込額 

を考慮 

・可能な限り、繰上償還を見込んで計上、また影響額についても推計 

 

■積立金 

・子育て支援充実プランに伴う過疎債ソフト積立を R2（2020）年度まで実施 

・小水力発電事業会計からの繰入金をまちづくり基金へ積立 

 

■繰出金 

・公営企業会計は、経営戦略を考慮 
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【基 金】 

■基金残高 H30（2018）年度 3,196 百万円→R11（2029）度 1,283 百万円 

  ・R11（2029）年度末までに 1,000 百万円以上の残高確保を前提 

 

【地方債残高】 

■地方債残高 H30（2018）年度 8,193 百万円→R11（2029）年度 3,819 百万円 

 

【実質公債費比率】 

■実質公債費比率（3 年平均） H30（2018）年度 5.8％→R11（2029）年度 3.0％ 

 

■実質公債費比率の適正管理のための方策 

・厳しい財政見通しを考慮し、抜本的な事業見直し等により全体事業費を圧縮 

・積極的な繰上償還を実施 


